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社会福祉法人神愛会 

2021 年度 事業方針･計画（案） 
 

《神愛会の理念》 

「キリストの愛を以って互いに仕える」 

 「わたしがあなたがたを愛したように、あなたがたも互いに愛し合いなさい」と言われた

イエス・キリストの教えに従い、キリストと同じ愛を以って、助けを必要とするすべての人

のために奉仕します。 

 

《神愛会の使命》 

神愛会は、「キリストの愛を以って互いに仕える」ことを基本とし、すべての人が個人と

して最大限に尊重され、人生の最後の瞬間まで尊厳をもって生きることができるよう、あら

ゆる努力を継続して一人一人の自律した生活を支えます。 
 

《事業方針》 

1. 常に神愛会の理念に立ち返り、利用者本位のサービスに努めます。 

2. 利用者の豊かな生活を支援するため、常にサービスの質の向上に努めます。 

3. 福祉専門職としての資質向上を目指し、常に自己の研鑽に努めます。 

4. 地域に開かれた事業を進めるため、様々な人々との連携に努めます。 

 

《事業計画》 

2021 年度基本方針 

 社会福祉法人神愛会の理念である「キリストの愛を以って互いに仕える」に従いながら、

キリストに愛を以って、助けを必要とするすべての人のために奉仕できるよう、運営する

事業が安定して最善のサービスが提供できるようにします。 

より具体的な方針や指針、ルールをまとめた 「職員手帳」Ver.1.0 を基本としながら、

コンプライアンスの徹底を図っていきます。 

社会福祉諸法の理念に基づき、利用者の尊厳を守るとともに、法人の物的、人的資源を社

会貢献のために有効に活用できるようにします。 

 

1. 理念の継承 

神愛会の基本理念・使命を継承する活動を進めます。 

 

2. サービスの質の向上 

① 特別養護老人ホーム（ショートステイを含む）では、2020 年度中に作成し

た「ケア方針」「生活目標」「ケア指針」（参考１）を拠り所としながら、ユニ

ットケアの充実を図り、より安心・安全な生活を実現する介護を実践します。

また、そのために必要な介護・看護人材の確保については、あらゆる手段を



使って行い、同時に職員の離職を防ぐための取組を実践しながら、閉鎖中ユ

ニットの早期再開を目指し、居室稼働率 90％を実現させます。 

 

② デイサービスセンターでは、まず利用者一人一人が営む日常生活全体を丁

寧に見つめ、個別的な生きづらさを共感していきます。その上で、住み慣れ

た自宅での暮らしができるだけ継続できるように必要な健康及び体力の増

進、そして生きる意欲の向上を図ります。特に個別機能訓練加算を取得する

とともに、計画的で継続的なレクリエーション活動の工夫と実践を行います。 

また、利用者に対するすべてのケアにあっては丁寧に科学的な根拠を求め

ながら実践していきます。 

そして、利用者一人ひとり状況、状態に合わせて、職員と設備の運用を最

適化し、効率的かつ安全性と快適性を高めた上で、年間の利用者数 6000 人

を実現させます。 

 

③ 深和ホームでは、あらゆる手段を講じながら新規入居者の獲得を進め、全

ての部屋への入居を実現させます。また、人的、設備的資源を最大限活用し

ながら、様々な事業を模索し挑戦していきます。そして、入居者の高齢化に

伴い地域の訪問介護・訪問看護との連携、施設の維持管理に対応し、入居者

の安心、安全への対応に努めます。 

 

④ 居宅介護支援事業では、引き続き上富田町を中心にした地域包括ケアシス

テムの実現に努めるとともに、この圏域で仕組み作りが進められている在宅

医療・介護の連携システムがより円滑に機能するように最大限の協力をして

いきます。また、介護支援専門員の増員を図り、特別事業所加算Ⅱの算定を

行うとともに、ICT の活用等による業務の効率化を行い、逓減制の上限の緩

和に対応していきます。 

 

⑤ 大規模災害や未知の感染症蔓延を想定した事業継続計画（BCP）を策定し

ます。 

 

⑥ 地域における公益的な取り組みを検討し実施します。 

 

⑦ 介護職員の養成事業（介護職員初任者研修）を実施します。 

 

3. 職員の資質の向上 

 

① 法人内研修の充実を図ります。具体的には集合研修にこだわらず、e ラー

ニング形式の研修やレポート等の提出物の工夫などを行いより効果的なも

のにしていきます。 



 

② 特に、これまでに発生した事故などを教訓にしながら、人権意識と専門的

な知識と技術を高め、「不適切なケア」を最小化し、「適切なケア」を最大化

するための取組を行って行きます。 

 

③ 法人としての方針や指針、ルールをまとめた「職員手帳」を活用し、職員

としてのコンプライアンスの徹底を図っていきます。 

 

④ 職場内 SNS「メディカルケアステーション」を活用し、職員の資質の向上

に必要な情報を適時配信していきます。 

 

⑤ 介護職員の定着と養成のための研修や個別面談を実施します。具体的には

新人職員向けの実技指導や心理的安全性を意識した管理者による定期的な

個別面談を行います。 

 

⑥ 介護福祉士他専門資格の取得を支援します。 

 

4. 地域の人々との連携 

 

① 地域の医療・保健・介護機関との連携を強化します。 

 

② ボランティア活動を充実させます。 

 

③ 後援会、家族の会との協働を充実させます。 

 

①②③のいずれも新型コロナウイルス感染症の対策を講じたうえで慎重に行っ

て行きます。 

 

5. 岩田旧施設の整理 

 ① 岩田旧施設整理のための検討を継続します。 

  



参考 

社会福祉法人神愛会 特別養護老人ホーム愛の園 ケア方針 

 

社会福祉法人 神愛会は、法人が掲げる理念である「キリストの愛を以って互いに仕え

る」に基づき、また老人福祉法及び介護保険法の理念に従いながら、すべての人が個人

として最大限に尊重され、人生の最後の瞬間まで尊厳をもって生きることができるよう、

あらゆる努力を継続して一人一人の自律した生活を支えます。また、ユニット型特別養

護老人ホームの基本方針に準じ、ご入居者が入居前の居宅における生活と入居後の生活

が連続したものになるよう配慮します。 

 

ケア方針 

〇私たちは、ご入居者の入居前の生活を理解し、生きがいをもって暮らせる生活の場を

提供します。 

〇私たちは、ご入居者の人権と財産を擁護します。 

〇私たちは、ご入居者の自己実現がなされるように最大限の援助を行い、社会参加を積

極的に推進します。 

〇私たちは、ご入居者の援助のため、サービスの質の向上を目指し、日々自己の研鑽に

努めます。 

〇私たちは、ご入居者に不快感を与える言葉と態度を慎み、ご入居者からの言葉や助言、

苦情を真摯に受け止めます。 

〇私たちは、ご入居者に提供する入居者本位のサービスが継続して提供されるために、

チームケアが必須であることを認識し、良質で効果的なコミュニケーションが図れる

ようにつとめます。 

 

生活目標 

〇私たちは、ご入居者の生活のリズムを正確に知り、介護する側の都合で目標を策定す

ることのないようにします。 

〇私たちは、ご入居者のこれまでの生活史と豊かな生活のありようを理解し、自律した

生活が営めるように努めます。 

 

 

特別養護老人ホーム愛の園 ケア指針 

食事 

・食事は五感で楽しみ、日々の活力となるようにします。 

・一人一人の能力に応じた、適切な介助を提供するとともに食事形態を最適なものにし

ます。 

・必ず介助者が入居者の傍らに座るなどして、目線がご入居者より、上にならない様な

姿勢で介助します。 

・一口毎に声をかけてから口に入れ、咀嚼と適切な嚥下を行えるようにします。 



・良好な嚥下を確保するため、食事中適時水分摂取をしていただきます。 

・誤嚥を避けるための姿勢に細心の注意を払います。 

・口腔内残渣物に留意します。 

・食事中の声かけは、食事内容の説明を行いながら、丁寧に行います。 

・主菜、副菜、薬をむやみに混ぜたりはしません。 

・食事終了後は、水分摂取などが行えるように声かけを行い、逆流による誤嚥や窒息が

起こらないように心がけます。 

・食事終了後、口の周辺及び手指の清拭、必要に応じて着替えや車いすの清掃を行いま

す。 

・喫食量の正確に確認をし、必要に応じて多職種と情報を交換します。 

・ご入居者の状態や思いを尊重しながら丁寧に下膳します。 

・ご入居者の生活リズムに合わせた食事時間を提供します。 

 

排泄 

・排泄は個人の尊厳に深くかかわり、健康状態の把握に不可欠であることを理解します。 

・オムツは ADL・QOL の維持、向上のためであり、介護側の都合で使用することをしませ

ん。 

・トイレでのオムツ交換を原則とし、プライバシーの保護には最大限の注意を払います。 

・生活リズムに合わせ、それぞれの状態に応じた排泄介助を常に模索します。 

・声かけは、ご入居者の羞恥心への配慮が不可欠であり、命令形にならないようにしま

す。 

・一つ一つの動作に、必ず声かけをして混乱がないよう安全に留意します。 

・排泄量と形状を確認し、記録する際は具体的に記載します。（ブリストルスケールを参

考） 

・皮膚状態の観察を確実に行い、性器及び肛門周囲等には特に注意します。 

・尿・便失禁などで、皮膚が汚染された時には、適切な器具を活用し洗浄します。 

・排泄後は衣服を整え、ご入居者に手洗いの声かけを行います。 

・排泄介助は感染防止の観点から必要に応じて専用のエプロンと手袋を着用し、一介助

一手洗いの原則に則ります。 

 

入浴 

・入浴は清潔の保持と新陳代謝の促進だけでなく、日々の生活の楽しみであることを認

識し、それぞれのご入居者に合った入浴を提供します。 

・入浴前には必ずそれぞれのご入居者に合わせた必要な物品などの準備を確実に行い、

介助者がひと時もご入居者のそばを離れることのないようにします。 

・更衣・入浴の一連の介助では、常にプライバシーに留意し、この介助で起こりがちな混

乱を最小限にできるように丁寧に声かけをします。 

・ご入居者の健康状態把握に注意を払い、身体的変化や異常、たとえば内出血や湿疹な

どの皮膚の状態に対し、ケアチーム間の情報共有を確実に行います。 



・ご入居者への声かけは強制や指示・命令とならない様に配慮し、介助動作についても

声かけにより、安全確保と危険防止に留意します。 

・入浴中は、会話をしながら雰囲気作りを心掛けます。 

・入浴終了後は、衣服を整え、必要に応じて爪きりなどの整容を行います。 

・ドライヤーによる整髪時は温風による火傷などに注意します。 

・入浴後の水分補給を確実に行い、それぞれの状態に応じた休息を提供します。 

 

環境整備 

・施設・居室は、ご入居者の家・生活の場であり、ご入居者が安心して過ごすことのでき

る居場所としての設え（しつらえ）を整え、快適で安全な空間を提供します。 

・居室には、必ずノックし、ご入居者の了解を得てから入り、あいさつも欠かしません。 

・ご入居者の私物などの整理整頓を行うときは、ご本人の承諾を得てから行います。 

・施設・居室内の換気に配慮し、室温・湿度・臭気に留意します。 

・ベッドや休憩の場は常に清潔にし、汚染された寝具は速やかに交換します。 

・ロッカー、チェスト及びベッド周りは、安全確保・紛失物発生防止のため常に整理整頓

します。 

・居室・廊下を問わず、ごみやタイルカーペットの異常を見つけたときは、見つけた者が

速やかに適切な対応をします。 

 

余暇活動 

・余暇活動は、ご入居者の生活史や生活リズムに配慮しながら、生活にうるおいや生き

がいを与えられるように心がけます。 

・主役はご入居者であること認識し、その上で職員も共に楽しめるものとします。 

・ご入居者がいつでも自由に活用できるような、環境と体制を設定します。 

・ご入居者の意向が常に反映されるよう、共に考える雰囲気を大切にします。 

・レクリエーション、行事などは、ご入居者の興味や嗜好を重視し、押し付けにならない

ようにします。 

・季節感や慣習、地域性を重視し、生活感が味わえるように配慮します。 

 


